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令和２年度採用 公益財団法人滋賀県文化財保護協会 

職員（埋蔵文化財技師）採用試験案内 

《募集要項》 

 

◆試験に関する問い合せおよび受験申し込み 

公益財団法人滋賀県文化財保護協会 総務企画課 

                  〒520－2122 大津市瀬田南大萱町 1732－2 

TEL ：077-548-9780  FAX ：077-543-1525 

                             E-mail ：somu@shiga-bunkazai.jp 

 

１．採用職種、採用予定人員および勤務予定先・職務内容等 

採用職種 採用予定人員 勤務予定先 職務内容 

 

埋蔵文化財

技師 

 

 

２名程度 

 

(公財)滋賀県文化財保護協会事務局 

滋賀県立安土城考古博物館 

滋賀県埋蔵文化財センター 

埋蔵文化財の発掘調査・

整理調査、調査報告書の

作成および博物館業務に

従事します。 

         

２．受験資格 

(1) 次のいずれにも該当する者が受験できます。 

 ① 昭和４５年(1970年)４月２日以降に生まれた方。              

② 大学を卒業もしくは大学院を修了した方、または、令和２年(2020年)３月末日までに 

卒業もしくは修了見込みの方。 

 ③ 大学や大学院において考古学もしくは歴史学、文化財学を専攻した方。 

または、埋蔵文化財の発掘調査に関する専門的知識等を有する方。 

(2) 次のいずれかに該当する方は受験できません。 

 ① 成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む。） 

 ② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくな 

るまでの方。 

 ③ 公務員等として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方。 

これまでの経験や大学で学んだ専門知識や技術を活かし、滋賀県内の埋蔵文化財の発

掘調査業務等に従事していただく方を募集します。広くコミュニケーションが図れ、責

任感の強い方を求めています。 

採   用  日   令和２年(2020年)４月 １日(予定) 

第１次試験日  令和元年(2019年)７月 ７日（日） 

第２次試験日   令和元年(2019年)８月 25日 (日) 

 

受 付 期 間 令和元年(2019年)５月 27日（月）から６月 28日（金）まで 
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 ④ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破 

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した方。 

 

３．試験の日時および場所 

(1) 第１次試験日    

 ①日 時  令和元年(2019年)７月７日（日） 

          ・受  付：９時 30分～10時     ・日程説明：10時～ 

               ・試  験：10時 15分～15時（予定） 

      (注)受付時間は厳守してください。原則として遅刻は認めません。 

受験の際には、受験票がないと受験できませんので忘れずに持参してください。  

②場 所    滋賀県立図書館 大会議室（本館と別棟、本館東側の地下です。） 

                (大津市瀬田南大萱町 1740-1) 

     ※ＪＲ琵琶湖線「瀬田駅」下車(新快速電車は止まりません。注意してください。 

   ※帝産ﾊﾞｽおよび近江ﾊﾞｽ「滋賀医大」行き 約 15分「文化ゾーン前」下車 徒歩５分 

③試験の方法 

科 目           内      容 

教養試験 一般教養について択一式により行います。 

適性試験 適性検査について選択式により行います。 

専門試験 

 

  考古学、埋蔵文化財の専門知識および能力について、択一式お

よび記述式により行います。 

  (注)1.各科目のいずれかにおいて、一定の合格点に達しない場合は、他の成績のいかんに 

かかわらず不合格となる場合があります。 

      2.受験申込者の人数により、試験会場を一部変更する場合があります。 

      3.使用できる時計は、時計機能だけのものに限ります(携帯電話等の使用は不可)。 

     4.携行品：第１次試験受験票、筆記用具、昼食（近隣に食堂等はありません。） 

      5.試験終了は、午後３時頃の予定です。 

④発 表 

    ７月中旬に受験者全員に合否を通知します。また、公益財団法人滋賀県文化財保護協会 

ホームページに合格者の受験番号を掲示するほか、滋賀県埋蔵文化財センター1階ロビー 

に掲示します。７月中旬に結果通知が届かない場合は、公益財団法人滋賀県文化財保護協 

会事務局に照会してください。第１次試験合格者には、第２次試験の詳細を通知します。 

(2) 第２次試験  

  ①日 時    令和元年(2019年)８月 25日(日)   ９時 00分～ 

  ②場 所    滋賀県埋蔵文化財センター 研修会議室(大津市瀬田南大萱町 1732-2) 

 ③試験の方法および内容 

科 目 内     容 

実技試験   埋蔵文化財の出土品について実技（実測）を行います。 

口述試験   職務遂行能力、業務に対する適性、専門分野等について個別面

接により試験を行います。 

    ※ 携行品  第１次試験合格通知、実技試験に必要な実測道具および筆記用具、昼食 

        （第２次試験は第１次試験の合格者のみ受験できます。) 
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  ④発 表 

    ９月上旬に受験者全員に合否を通知します。第１次試験同様、公益財団法人滋賀県文化 

財保護協会ホームページに合格者の受験番号を掲示するほか、滋賀県埋蔵文化財センター 

１階ロビーに掲示します。 

 なお、第２次試験合格者の辞退等により採用予定員に欠員が生じた場合に限り、成績順 

に繰上げ合格を決定します。 

 

４．試験結果の開示 

   この試験結果については、公益財団法人滋賀県文化財保護協会情報公開規程第５条の規 

定により、所定の書面で開示請求をすることができます。 

   なお、電話、はがき等による請求では開示できませんので、受験者本人であることを明 

らかにする書類(学生証、受験票または運転免許証、旅券等の顔写真付きで公的機関発行の 

ものに限る。)を持参の上、受験者本人が直接請求してください。 

 試験区分 請求できる者   開示内容  開示期間  請求先・開示場所 

 第１次試験 

 

 

不合格者 

 

総合得点および合

格最低総合得点 

合格発表の

日から 1か

月間 

公益財団法人滋賀県文

化財保護協会事務局 

 第２次試験 総合順位 

  (注)土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日および 12月 29日から 

１月３日までを除き、午前９時から午後４時 45分まで 

 

５．第２次試験合格から採用まで 

(1) 第２次試験合格者は、採用内定とし、令和元年(2019年)12月(予定)に健康診断書を提出し

ていただきます。 

(2) 大学の学位を所定の日までにこれを取得できない場合は、合格(採用)の資格を失います。 

ただし、大学院修了見込みの方で、所定の日までに大学院の学位が取得でない場合であっ 

ても、大学で考古学もしくは歴史学、文化財学の学位を取得した方および埋蔵文化財の発 

掘調査に関する専門的知識、経験を有する方は除きます。 

(3) 申込書の記載事項に不正があることが判明した場合には、合格(採用)の資格を失います。 

また、採用後に不正が判明した場合は懲戒免職とします。 

 

６．給 与  等 

(1) ４年制大学卒業者の初任給は、182,857円(地域手当を含む、平成 31年(2019年)４月１日

現在)です。また、採用時の経歴に応じて､上記の額に一定の額が加算されます。 

(2) 昇給は、原則として毎年１回行われます。 

(3) 諸手当は、公益財団法人滋賀県文化財保護協会が定める規程により、扶養手当、住居手当、

通勤手当、期末・勤勉手当および退職手当等が支給されます。 

(4) 休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12/29～１/３)。ただし、滋賀県立安土

城考古博物館または館内にある事務局調査課安土分室に勤務する場合は、月曜日（祝日法

による休日である場合を除く。）および理事長が職員ごとに定める１週につき１日を「勤

務を要しない日」とします。 
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７．受験手続および受付期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込方法 

  

 

 

 

① 採用試験申込書(様式１、本人の自筆により記入し写真を貼ってください。 

なお、学歴等の記入欄が足りない場合は、別途作成し添付してください。) 

②発掘調査・整理調査実績表(様式２) 

③受験票（必要事項を記入の上、写真を貼付してください。） 

④最終学校卒業(修了)証明書（１通）または卒業(修了)見込証明書（１通） 

⑤返信用封筒１通 

  (定形、郵便切手 82円分貼付、返信先住所・氏名を記入してください。) 

※上記①・②・③については、当協会のホームページからダウンロード 

できます。  (http://www.shiga-bunkazai.jp) 

 上記①～⑤の書類は申込先に持参または郵送してください。 

 〇持参の場合 

受付時間は、月曜日から金曜日の８時 30分～17時 15 分の間。 

 〇郵送の場合 

  令和元年６月 28日（金）までに到着したものに限り受付けします。 

封筒の表に「採用試験申込」と朱書きし、必ず簡易書留により送付して 

ください。 

  ※受験票は採用試験申込書を受理した後、郵送します。 

 

申込先 

 

〒520－2122 大津市瀬田南大萱町 1732-2 

     公益財団法人滋賀県文化財保護協会 総務企画課 

     TEL 077-548-9780   FAX 077-543-1525 

 

※受験に際しての提出書類は、原則返却いたしません（希望者は返却いたします）。 

※写真(縦４.５㎝×横４㎝、上半身無帽、正面、申込み３ヶ月以内に撮影したもの)は、上記の 

受験申込書および受験票に貼って提出してください。なお、写真は同じものを使用してくだ 

さい。 

 

８．その他 

・試験会場内での喫煙および試験中の携帯電話の使用は禁止します。 

・受付後、令和元年７月４日(木)までに第１次試験受験票が届かない場合は、お問い合わせく 

ださい。 

・試験についての問い合わせは、公益財団法人滋賀県文化財保護協会事務局にしてください 

（月～金曜日の午前８時 30分～午後５時 15分の間）。 


